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様式第３号（第７条関係） 

 

会 議 録 

 

１ 附属機関の会議の名称 

水戸市吉田市民センター運営審議会 

 

２ 開催日時 

令和６年２月 29 日（木） 午前 10 時から午前 11 時 30 分まで 

 

３ 開催場所 

水戸市吉田市民センター ２階 会議室 

 

４ 出席した者の氏名 

(1) 委員 

仲澤 守一・上田 曻・村田 春江・井坂 眞理子・田上 惠子・伊藤 健司 

(2) 執行機関 

水越 健一・小林 久美子 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

(1) 令和５年度事業報告について                 （公開） 

(2) 令和５年度利用状況について                 （公開） 

(3) 令和６年度定期講座の休講について              （公開） 

(4) その他                           （公開） 

 

６ 非公開の理由 

 

７ 傍聴人の数 

０人 

 

８ 会議資料の名称 

令和５年度第２回水戸市吉田市民センター運営審議会 
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９ 発言の内容 

執行機関  ただいまより，令和５年度第２回水戸市吉田市民センター運営審議会を

始めさせていただきます。なお，議事録作成に当たり，会議の内容を録音

させていただくことを御了承願います。 

それでは，はじめに，  会長より御挨拶を頂戴したいと思います。 

  会長よろしくお願いします。 

   

    会長  （挨拶） 

 

  執行機関    会長，ありがとうございました。 

        協議に入ります前に，本日は，６名の委員の出席をいただいており，水

戸市市民センター条例第1 2条第２項の規定する委員定数の２分の１以上

に達しておりますので，当審議会が成立していることを御報告いたします。 

また，水戸市附属機関の公開に関する規程に基づき，会議録署名人を２

名以上置くこととされておりますので，議事録署名人を  委員，  委

員のお二人にお願いしたいと思いますが，いかがでしょうか。 

 

（異議なし，よろしくお願いしますとの声あり） 

 

執行機関    委員，  委員，よろしくお願いいたします。 

それでは，これより本日の議題に入ります。議事進行につきましては，

水戸市市民センター条例第1 2条第１項の規定により，会長に議長になって

いただき，議事進行をお願いいたします。 

 

  会長  各委員の皆さま，本日は公私ともお忙しい中，御出席をいただきありが

とうございます。お手元の会議資料に基づき議事を進めてまいりますので，

皆さまからの活発な御意見をお願いいたします。 

それでは，議題(1) 令和５年度事業報告について及び(2) 令和５年度利

用状況について関連がありますので，一括して事務局より説明をお願いし

ます。 

 

執行機関  （資料２～７ページの説明） 

 

  会長  ただいま，事務局より議題(1) 及び(2) についての説明がありましたが，

定期講座の事業評価も含め，何か御意見，御質問等ございましたら，御発

言をいただきたいと思います。 

 

  委員  来年度，（吉田市民センターが）工事に入るわけですが，陶芸クラブは，

現在８人で活動しています。工事完了後に定期講座を再開する際に，募集
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はかけるのでしょうが，人数が減った場合はどうなるのでしょうか。 

  

執行機関  はい，まず，水戸市の規定では定期講座は 10 名の参加者が必要となって

います。現在，陶芸クラブは８名ですが，今年度，新規入会者がいたこと

から新規加入の可能性も考慮して，継続して定期講座として活動いただい

ています。 

      もし仮に，再開する際に８名程度であれば継続の可能性もありますが，

例えば６人とかそれ以下となってしまうと定期講座ではなくサークルに移

っていただくことになります。 

 

  委員  他の市民センターの定期講座に入っている人からは，人数が少なくても

定期講座として継続を認められていると聞いています。 

      吉田ではそうならないのですか。 

 

執行機関  定期講座として活動するためには，水戸市として守ってもらいたいこと

が複数あります。例えば人数が 10 人以上などですが，これも人数が少なく

なってしまうと，講師謝金などの１人当たりの負担額が大きくなりすぎな

いようにと決められているものです。 

      月当たりの講師謝金についても，水戸市の決めた額を守っていただかな

くてならないため，人数が少なくなったとしても同額をお支払いいただく

ことになります。 

      これがサークルとなれば，完全に自主運営になるため，講師謝金の額や

実施回数など，受講者と講師の先生のお話合いで自由に決めていただける

ようになります。そういった意味でもサークルへ移っていただく方が自由

度が高く，活動しやすいとも考えられます。 

 

  委員  サークルになってしまうと，毎月のお部屋は月初めに予約しないと使え

なくなるのでしょう。必ず，今と同じ曜日，同じ時間に出来るわけではな

くなりますよね。 

 

執行機関  そうなります。同じ曜日，同じ時間に出来ると約束することは出来ませ

ん。 

 

  委員  今やっている定期講座だと市から補助とか出ているのですか。 

 

執行機関  定期講座には教室とクラブという２種類があります。教室は立ち上げた

ばかりで人数が確保できないなどの時に，講師謝金などとして市から若干

の補助があります。クラブについては，自主運営となりますので，講師謝

金を含め市からの補助はなく，受講生の会費で運営いただいています。 
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      なお，現在，吉田市民センターにはクラブしかない状況です。 

 

  委員  わかりました。ありがとうございます。 

 

  会長  既に出来ている組織に入っていくというのは，人によっては難しいこと

もありますよね。なかなか既存の講座に人数が増えないのにはそういった

こともあるのかなと思います。 

      あたらしいものを作って，１から入っていただく，リニューアルしてい

くということも必要なのかと思います。 

 

  委員  ４ページの福寿のつどいなのですが，対象が 75 歳以上となっています。

確かに 75 歳以上が対象で間違ってはいないのですが，今は５歳刻みで 75

歳，80 歳，85 歳といった方をお祝いの対象としています。 

      資料の書き方だと，75 歳以上全員と誤解をされてしまうかもしれません

ので書き方を工夫してください。 

 

執行機関  そのとおりですね。誤解をあたえないよう書き方を工夫いたします。 

 

  委員  和室の利用についてお聞きしたいのですが，どのような団体が使ってい

ますか。 

 

執行機関  茶道同好会，生け花，太極拳，新舞などの団体が利用されています。 

 

  委員  和室の利用が少ないように思いますが，利用方法の検討は出来ないでし

ょうか。 

 

執行機関  はい，和室はどうしても畳に直接座るということになるため，高齢者の

方は使い辛く，座っていられない，立ち上がるのが辛いなどによって利用

者が限られているところです。 

 

  会長  高齢者には和室で座ったり立ったりは難しいところもありますね。 

 

  会長  その他，何か御意見，御質問等はございませんか。 

ないようですので，次に議題(3)  令和６年度定期講座の休講について，

事務局より説明をお願いします。 

 

執行機関  （資料８ページの説明） 

 

  委員  旧ゲートボール場の駐車場整備が実践会から要望されており，市の方で
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も検討されているとのことでしたが，工事する際には，防災倉庫なども動

かしますか。 

 

執行機関  まだ，整備する方向で検討しているという段階で，設計も何も出来てい

ないことからお答えすることは出来ません。 

 

  会長  倉庫は動かさないで整備するのではないでしょうか。 

 

  委員  ああいった倉庫は動かすと変形するから動かさない方が良い，そのまま

工事すると思います。 

 

  委員  実は防災倉庫の下あたりに，  地区会長の頃に，生涯学習部会で埋め

たタイムカプセルがあると記憶しています。工事の際に動かすなら，タイ

ムカプセルを取り出せないかと思いまして。 

 

  会長  倉庫を建てる前に言っておいた方が良かったですね。 

 

  委員  気が付いたら建っていたので。工事で動かさないということなら，その

ままで結構です。 

 

  委員  駐車場の工事がなされる場合には，今の駐車場との間にある木の伐採や

外灯の撤去か移動はしてもらえるのでしょうか。 

 

執行機関  まだ，設計も何も出来ていないことからお答えすることは出来ません。 

 

  委員  木や外灯があったのでは車の出入りが難しいので，是非，なくして欲し

いと思います。 

 

  会長    委員，工事の際の要望と言うことでよろしいでしょうか。 

 

  委員  要望です。 

 

  会長  要望と言うことですので，担当部署にお伝えください。 

 

執行機関  要望としてお伝えいたします。 

 

  委員  工事はいつから始まるのでしょうか。 

 

執行機関  現在の予定では，令和６年の６月頃から工事となります。 
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  委員  令和６年４月から部屋貸しは行わないとなっていますが，工事に入って

いないなら使えるのではないでしょうか。 

 

執行機関  はい，工事には入っていないのですが，私たちの引越し準備のためにお

部屋貸しを行わないこととしております。 

      ４人の職員で住民票の交付や収税など通常の窓口対応をしながら，市民

センター内全てを整理，分別して準備するため，時間をかけて少しずつ行

う他なく，散らかった部屋を貸し出して，利用者にけが等があっても困る

との判断となっております。 

       

  委員  センターの職員だけで進めるなんて難しいのではないか。 

 

執行機関  本庁からも応援はあると思いますが，基本はセンターの職員での対応と

なります。 

 

  委員  引越しの計画が分かれば，高齢者クラブでもお手伝い出来るから，部屋

の利用は出来ないでしょうか。 

 

  委員  一度に準備するわけでないのなら，使える可能性もあるのではないか。 

 

  会長  高齢者は歩く範囲が狭くなりがちだから，行けるところがあると良いで

しょうね。 

 

執行機関  センターの構造上，引っ越し荷物はホールに集めることになりますので，

ホールの利用は難しいと思います。荷物が周りにある中で，利用され，利

用者にけが等があっても困ります。 

 

  委員  代わりの部屋を探すのが大変なので，使いたいと思っています。 

 

執行機関  私どもとしても始めて見ないとわからないところもありますので，検討

させていただきます。 

 

  会長  その他，何か御意見，御質問等はございませんか。 

ないようですので，次に，議題(4) その他について，何かありますか。 

 

  会長  事務局からありますか。 

 

執行機関  ３月１日号の広報配布にあわせて，地区住民の方に工事のお知らせのチ 
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ラシを回覧させていただきました。 

      私どもの仮事務所の場所など未確定の部分もありますが，まずは工事が

あると言ことを周知するための物です。 

 

  委員  広報配布にあわせて，工事のお知らせのチラシが回覧されて，町内会に

入っている人には，ある程度周知できると思いますが，入っていない人に

は伝わらないと思います。 

      どのように考えていますか。 

 

執行機関  年度がかわれば広報みとでも周知されると思いますが，センター内にも

周知のチラシを設置したり，掲示をしたりするなど，周知に努めてまいり

ます。 

 

  委員  お願いします。 

 

  委員  市民センターのお部屋の利用がなくなり，地区の皆さんが困ることもあ

ると思います。吉田小学校には空き教室がありますので，事前に御連絡を

いただいて，調整できれば御利用いただくことが可能です。 

      小学校としても，御協力できるところは御協力したいと思っていますの

で御相談ください。 

      地区の秋まつりなどでグラウンドを利用するということがあれば，そち

らも早めに御相談いただきたく思います。 

 

  委員  市民センターが工事になると駐車場も利用できなくなると思います。 

      小学校の駐車場を数台程度，借りることは出来ないでしょうか。 

 

  委員  学校ですので，児童の安全が最優先となります。 

      団体で利用し，誘導の方などがついて，安全確保をしていただけるので

あればお貸し出しも可能ですが，個人的な利用でのお貸し出しは出来ませ

ん。 

 

  会長  そうですね。学校は子どもの安全が優先ですからね。 

 

  会長  他に何か御質問，御意見等がございますか。 

意見等がないようですので，以上で，本日の議題についての審議は終わ

りにいたします。 

 

執行機関  長時間にわたり，慎重な御審議ありがとうございました。本日の皆様方

の貴重な御意見を参考にし，今後，市民センター事業を実施してまいりま
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す。 

以上をもちまして，令和５年度第２回水戸市吉田市民センター運営審議

会を閉会いたします。 


